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応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより、適切な

生活の支援を行うことができれば、当該加算の要件を満たすものとす

る。 

③ （略） 

⒅ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

① 注 18 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院又は外泊を

行う場合は、６日と計算されること。 

（例） 

入院又は外泊期間：３月１日～３月８日（８日間） 

３月１日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定 

３月２日～３月７日（６日間）………１日につき 246 単位を算定可 

３月８日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定 

②～④ （略） 

応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより、適切な

生活の支援を行うことができれば、当該加算の要件を満たすものとす

る。 

③ （略） 

⒂ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

① 注 14 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の

期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院又は外泊を

行う場合は、６日と計算されること。 

（例） 

入院又は外泊期間：３月１日～３月８日（８日間） 

３月１日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定 

３月２日～３月７日（６日間）………１日につき 246 単位を算定可 

３月８日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定 

②～④ （略） 

⒆ 外泊時在宅サービス利用の費用について 

① 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の

状況に照らし、医師、看護・介護職員、生活相談員、介護支援専門員等

により、その居宅において在宅サービス利用を行う必要性があるかどう

か検討すること。 

②～⑤ （略） 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、

５の⒅の①、②及び④を準用する。 

⑦ （略） 

⒃ 外泊時在宅サービス利用の費用について 

① 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の

状況に照らし、医師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等

により、その居宅において在宅サービス利用を行う必要性があるかどう

か検討すること。 

②～⑤ （略） 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、

５の⒂の①、②及び④を準用する。 

⑦ （略） 

⒇ （略） ⒄ （略） 

(21) 再入所時栄養連携加算について 

① （略） 

② 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機

関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンス

に同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケ

ア計画を作成すること。 

指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。ただし、当該者又はその家族（以下この②

において「当該者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。なお、

⒅ 再入所時栄養連携加算について 

① （略） 

② 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機

関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンス

に同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケ

ア計画を作成すること。 
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テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働

省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守していること。 

③ （略） 

(22) （略） 

 

 

 

 

③ （略） 

⒆ （略） 

(23) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

注 20 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で

あって、平成 17 年９月 30 日以前に従来型個室に入所し、平成 17 年 10 月

１日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室

へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に

伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、

当該従来型個室を１旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護

福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注 20 に規定する措置の対象

とはならないこと。 

⒇ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて 

注 15 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者で

あって、平成 17 年９月 30 日以前に従来型個室に入所し、平成 17 年 10 月

１日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室

へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に

伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、

当該従来型個室を１旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護

福祉施設サービスを受ける場合にあっては、注 15 に規定する措置の対象

とはならないこと。 

（削る） (21) 栄養マネジメント加算について 

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われるケアマネジメント

の一環として行われることに留意すること。 

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、

原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。 

② 施設に常勤の管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。な

お、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該

加算を算定できないこと。 

③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又は地域密着型介護老人

福祉施設の栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所

属する施設のみ算定できること。 

ただし、施設が同一敷地内に１の介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設

を併設している場合であって、双方の施設を兼務する常勤の管理栄養士

による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されているときは、双方の

施設において算定出来ることとする。 

④ サテライト型施設を有する介護保険施設（以下この号において「本体

施設」という。）にあっては、次の取扱いとすること。 


